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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インストールされた通信端末における各種設定を変更可能なアプリケーションである、
設定変更アプリケーションを提供するサービス事業者に係る情報処理システムであって、
　ユーザの前記サービス事業者における第１識別子を、前記ユーザの所定のメッセージン
グアプリケーションにおける第２識別子と、前記ユーザの前記設定変更アプリケーション
がインストールされた通信端末の、所定の通知サーバにおける第３識別子とにそれぞれ関
連付けて記憶する記憶部にアクセス可能な取得部と、
　前記ユーザの、前記メッセージングアプリケーションがインストールされた少なくとも
１の通信端末から、前記メッセージングアプリケーションにおいて前記サービス事業者を
宛先とするメッセージとして送信された、前記ユーザの通信端末の設定を変更する旨の設
定変更要求を、前記ユーザの前記第２識別子とともに前記メッセージングアプリケーショ
ンのサーバから受信する受信部と、
　前記設定変更要求に応じた設定変更処理を前記設定変更アプリケーションに実行させる
処理命令を作成する命令作成部と、
　前記処理命令を含む通知を前記ユーザの通信端末に送信する通知要求を、前記ユーザの
前記第２識別子に基づいて特定される前記ユーザの第３識別子とともに、前記通知サーバ
へ送信する送信部と、
を備える情報処理システム。
【請求項２】
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　前記記憶部は、前記ユーザの前記第１識別子に、前記ユーザの前記第３識別子が関連付
けられた通信端末に関する情報を関連付けてさらに記憶し、
　前記命令作成部は、前記ユーザの前記第２識別子が関連付けられた前記第１識別子から
特定される前記ユーザの、前記第３識別子が関連付けられた通信端末に関する情報に基づ
き、当該通信端末で実行可能な処理命令を作成する、
ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理システム。
【請求項３】
　前記受信部は、前記ユーザの前記第３識別子が関連付けられた通信端末における、前記
設定変更処理の結果についての結果情報を、前記通信端末から受信し、
　前記結果情報に基づき、前記設定変更処理の結果を、前記メッセージングアプリケーシ
ョンにおいて表示させる表示情報を、前記ユーザの前記第２識別子とともに前記メッセー
ジングアプリケーションのサーバへ送信する、
ことを特徴とする請求項１または２に記載の情報処理システム。
【請求項４】
　前記命令作成部は、前記設定変更アプリケーションがインストールされていない通信端
末であって、前記処理命令に応じた前記設定変更処理の実行が不可能である場合、前記設
定変更アプリケーションのインストールを促す情報を、前記ユーザに関連付けられた前記
通信端末に表示させる前記処理命令を作成する、
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の情報処理システム。
【請求項５】
　前記送信部は、前記記憶部において前記第１識別子に前記第３識別子が関連付けられて
いないユーザから、前記設定変更要求を受信した場合、前記第３識別子の取得を促す情報
を、前記ユーザの前記メッセージングアプリケーションにおいて表示させる表示情報を、
前記メッセージングアプリケーションのサーバに送信する、
ことを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の情報処理システム。
【請求項６】
　前記命令作成部は、前記設定変更アプリケーションがインストールされていない通信端
末であって、前記処理命令に応じた前記設定変更処理の実行が不可能である場合、前記ユ
ーザに関連付けられた前記通信端末にインストールされているインスタントアプリケーシ
ョンを利用した設定変更処理を実行する前記処理命令を作成する、
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の情報処理システム。
【請求項７】
　前記設定変更要求を送信した前記ユーザの通信端末が、音声情報による指示入力を受け
付ける入力部と、前記指示入力に応じた音声情報を出力する出力部とを備える通信端末で
あって、前記設定変更要求が、前記ユーザの音声によって入力される、
ことを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の情報処理システム。
【請求項８】
　前記送信部は、前記記憶部において、前記設定変更要求を送信した前記ユーザの前記第
２識別子に、第１識別子が関連付けられて記憶されていない場合、前記ユーザの前記第２
識別子に、前記ユーザの前記第１識別子を関連付けるための登録処理を前記ユーザに促す
情報を、前記メッセージングアプリケーションにおいて表示させる表示情報を、前記メッ
セージングアプリケーションのサーバへ送信する、
ことを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の情報処理システム。
【請求項９】
　インストールされた通信端末における各種設定を変更可能なアプリケーションである、
設定変更アプリケーションを提供するサービス事業者に係る情報処理システムの制御方法
であって、
　ユーザの前記サービス事業者における第１識別子を、前記ユーザの所定のメッセージン
グアプリケーションにおける第２識別子と、前記ユーザの前記設定変更アプリケーション
がインストールされた通信端末の、所定の通知サーバにおける第３識別子とにそれぞれ関
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連付けて記憶する記憶部にアクセスする取得ステップと、
　前記ユーザの、前記メッセージングアプリケーションがインストールされた少なくとも
１の通信端末から、前記メッセージングアプリケーションにおいて前記サービス事業者を
宛先とするメッセージとして送信された、前記ユーザの通信端末の設定を変更する旨の設
定変更要求を、前記ユーザの前記第２識別子とともに前記メッセージングアプリケーショ
ンのサーバから受信する受信ステップと、
　前記設定変更要求に応じた設定変更処理を前記設定変更アプリケーションに実行させる
処理命令を作成する命令作成ステップと、
　前記処理命令を含む通知を前記ユーザの通信端末に送信する通知要求を、前記ユーザの
前記第２識別子に基づいて特定される前記ユーザの第３識別子とともに、前記通知サーバ
へ送信する送信ステップと、
を含む情報処理システムの制御方法。
【請求項１０】
　インストールされた通信端末における各種設定を変更可能なアプリケーションである、
設定変更アプリケーションを提供するサービス事業者に係る情報処理システムの制御プロ
グラムであって、
情報処理装置に、
　ユーザの前記サービス事業者における第１識別子を、前記ユーザの所定のメッセージン
グアプリケーションにおける第２識別子と、前記ユーザの前記設定変更アプリケーション
がインストールされた通信端末の、所定の通知サーバにおける第３識別子とにそれぞれ関
連付けて記憶する記憶部にアクセス可能な取得機能と、
　前記ユーザの、前記メッセージングアプリケーションがインストールされた少なくとも
１の通信端末から、前記メッセージングアプリケーションにおいて前記サービス事業者を
宛先とするメッセージとして送信された、前記ユーザの通信端末の設定を変更する旨の設
定変更要求を、前記ユーザの前記第２識別子とともに前記メッセージングアプリケーショ
ンのサーバから受信する受信機能と、
　前記設定変更要求に応じた設定変更処理を前記設定変更アプリケーションに実行させる
処理命令を作成する命令作成機能と、
　前記処理命令を含む通知を前記ユーザの通信端末に送信する通知要求を、前記ユーザの
前記第２識別子に基づいて特定される前記ユーザの第３識別子とともに、前記通知サーバ
へ送信する送信機能と、
を実現させる情報処理システムの制御プログラム。
【請求項１１】
　インストールされた通信端末における各種設定を変更可能なアプリケーションである、
設定変更アプリケーションを提供するサービス事業者に係る情報処理システムであって、
　ユーザの前記サービス事業者における第１識別子を、前記ユーザの所定のメッセージン
グアプリケーションにおける第２識別子に関連付けて記憶する記憶部にアクセス可能な取
得部と、
　前記ユーザの、所定のメッセージングアプリケーションがインストールされた通信端末
から、前記メッセージングアプリケーションにおいて前記サービス事業者を宛先とするメ
ッセージとして送信された、前記ユーザの通信端末の設定を変更する旨の設定変更要求を
、前記ユーザの前記第２識別子とともに前記メッセージングアプリケーションのサーバか
ら受信する受信部と、
　前記設定変更要求に応じた設定変更処理を前記設定変更アプリケーションに実行させる
処理命令を作成する命令作成部と、
　前記処理命令を、前記サービス事業者における前記第１識別子が関連付けられたユーザ
の通信端末との間で確立されたセッションを介して、当該通信端末へ送信する送信部と、
を備える情報処理システム。
【請求項１２】
　前記設定変更要求に応じた前記設定変更処理に関するメッセージを、前記ユーザの通信
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端末の前記メッセージングアプリケーションにおいて表示させる表示情報を、前記メッセ
ージングアプリケーションのサーバへ送信する他の送信部と、
をさらに備えることを特徴とする請求項１１に記載の情報処理システム。
【請求項１３】
　インストールされた通信端末における各種設定を変更可能なアプリケーションである、
設定変更アプリケーションを提供するサービス事業者に係る情報処理システムであって、
　ユーザの前記サービス事業者における第１識別子を、前記ユーザの通信端末に関する情
報と、前記ユーザの所定のメッセージングアプリケーションにおける第２識別子とにそれ
ぞれ関連付けて記憶する記憶部にアクセス可能な取得部と、
　前記ユーザの、所定のメッセージングアプリケーションがインストールされた通信端末
から、前記メッセージングアプリケーションにおいて前記サービス事業者を宛先とするメ
ッセージとして送信された、前記ユーザの通信端末の設定を変更する旨の設定変更要求を
、前記ユーザの前記第２識別子とともに、前記メッセージングアプリケーションのサーバ
から受信する受信部と、
　前記設定変更要求に応じた設定変更処理を前記設定変更アプリケーションに実行させる
処理命令を作成する命令作成部と、
　前記処理命令を含むメッセージを、前記ユーザの前記第２識別子に関連付けられた前記
第１識別子から特定される、前記ユーザの通信端末に関する情報に基づき、前記ユーザの
通信端末へ送信する送信部と、
を備える情報処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理システム、情報処理システムの制御方法、及び、情報処理システム
の制御プログラムに関し、特に、ユーザの通信端末の各種設定の変更処理をサポートする
情報処理システム等に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話やスマートフォンといった通信端末の高機能・高性能化が進み、画面の
明るさや文字の大きさの変更、無線通信方式の切替等と言った、通信端末の設定を変更す
るためのユーザ操作が煩雑となってきている。この問題に対し、例えば、特許文献１には
、端末装置（例えば、スマートフォン）の表示領域を使用して、ユーザとの間でメッセー
ジのテキスト情報をリアルタイムでやり取りするチャット形式によって、ユーザの課題を
解決するためのインタラクションを行う情報処理装置が開示されている。また、非特許文
献１には、所定のメッセージングアプリケーションを介して、ユーザから端末装置の設定
方法等の疑問を受け付け、当該疑問の解決方法を、メッセージや動画によって提供する、
いわゆるチャットボットによるサービスが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第６２４３５６４号公報
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】“ちょっとした疑問をLINEで解決！”、［Online］、ソフトバンク株式
会社、［平成３０年６月２０日検索］、インターネット＜URL：https://www.softbank.jp
/mobile/special/line-support/＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記技術では、ユーザが、メッセージングアプリケーションを介した簡単な方法で、問
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題の解決方法を問い合わせることができるという利点がある。しかしながら、上記技術の
いずれも、問題の解決方法や設定方法は、メッセージや動画によって端末装置に表示され
るのみで、問題を解決するための実際の操作はユーザが行う必要がある。従って、端末装
置の操作に不慣れなユーザや、早急に問題の解決を望むユーザに対し、より簡易でユーザ
ビリティに優れた問題の解決方法を提供することが求められていた。
【０００６】
　そこで、本発明は、メッセージングアプリケーションの利便性を活用しつつ、よりユー
ザビリティに優れた方法でユーザの通信端末の設定変更が可能な、情報処理システム等を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一実施形態による情報処理システムは、インストールされた通信端末における
各種設定を変更可能なアプリケーションである、設定変更アプリケーションを提供するサ
ービス事業者に係る情報処理システムであって、ユーザのサービス事業者における第１識
別子を、ユーザの所定のメッセージングアプリケーションにおける第２識別子と、ユーザ
の設定変更アプリケーションがインストールされた通信端末の、所定の通知サーバにおけ
る第３識別子とにそれぞれ関連付けて記憶する記憶部にアクセス可能な取得部と、ユーザ
の、メッセージングアプリケーションがインストールされた少なくとも１の通信端末から
、メッセージングアプリケーションにおいてサービス事業者を宛先とするメッセージとし
て送信された、ユーザの通信端末の設定を変更する旨の設定変更要求を、ユーザの第２識
別子とともにメッセージングアプリケーションのサーバから受信する受信部と、設定変更
要求に応じた設定変更処理を設定変更アプリケーションに実行させる処理命令を作成する
命令作成部と、処理命令を含む通知をユーザの通信端末に送信する通知要求を、ユーザの
第２識別子に基づいて特定されるユーザの第３識別子とともに、通知サーバへ送信する送
信部とを備える。
【０００８】
　本発明の一実施形態による情報処理システムにおいて、記憶部は、ユーザの第１識別子
に、ユーザの第３識別子が関連付けられた通信端末に関する情報を関連付けてさらに記憶
し、命令作成部は、ユーザの第２識別子が関連付けられた第１識別子から特定されるユー
ザの、第３識別子が関連付けられた通信端末に関する情報に基づき、当該通信端末で実行
可能な処理命令を作成してもよい。
【０００９】
　本発明の一実施形態による情報処理システムにおいて、受信部は、ユーザの第３識別子
が関連付けられた通信端末における、設定変更処理の結果についての結果情報を、設定変
更アプリケーションから受信し、結果情報に基づき、設定変更処理の結果を、メッセージ
ングアプリケーションにおいて表示させる表示情報を、ユーザの第２識別子とともにメッ
セージングアプリケーションのサーバへ送信してもよい。
【００１０】
　本発明の一実施形態による情報処理システムにおいて、命令作成部は、設定変更アプリ
ケーションがインストールされていない通信端末であって、処理命令に応じた設定変更処
理の実行が不可能である場合、設定変更アプリケーションのインストールを促す情報を、
ユーザに関連付けられた通信端末に表示させる処理命令を作成してもよい。
【００１１】
　本発明の一実施形態による情報処理システムにおいて、送信部は、記憶部において第１
識別子に第３識別子が関連付けられていないユーザから、設定変更要求を受信した場合、
第３識別子の取得を促す情報を、ユーザのメッセージングアプリケーションにおいて表示
させる表示情報を、メッセージングアプリケーションのサーバに送信してもよい。
【００１２】
　本発明の一実施形態による情報処理システムにおいて、命令作成部は、設定変更アプリ
ケーションがインストールされていない通信端末であって、処理命令に応じた設定変更処
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理の実行が不可能である場合、ユーザに関連付けられた通信端末にインストールされてい
るインスタントアプリケーションを利用した設定変更処理を実行する処理命令を作成して
もよい。
【００１３】
　本発明の一実施形態による情報処理システムにおいて、設定変更要求を送信したユーザ
の通信端末が、音声情報による指示入力を受け付ける入力部と、指示入力に応じた音声情
報を出力する出力部とを備える通信端末であって、設定変更要求が、ユーザの音声によっ
て入力されてもよい。
【００１４】
　本発明の一実施形態による情報処理システムにおいて、送信部は、記憶部において、設
定変更要求を送信したユーザの第２識別子に、第１識別子が関連付けられて記憶されてい
ない場合、ユーザの第２識別子に、ユーザの第１識別子を関連付けるための登録処理をユ
ーザに促す情報を、メッセージングアプリケーションにおいて表示させる表示情報を、メ
ッセージングアプリケーションのサーバへ送信してもよい。
【００１５】
　本発明の一実施形態による情報処理システムの制御方法は、インストールされた通信端
末における各種設定を変更可能なアプリケーションである、設定変更アプリケーションを
提供するサービス事業者に係る情報処理システムの制御方法であって、ユーザのサービス
事業者における第１識別子を、ユーザの所定のメッセージングアプリケーションにおける
第２識別子と、ユーザの設定変更アプリケーションがインストールされた通信端末の、所
定の通知サーバにおける第３識別子とにそれぞれ関連付けて記憶する記憶部にアクセスす
る取得ステップと、ユーザの、メッセージングアプリケーションがインストールされた少
なくとも１の通信端末から、メッセージングアプリケーションにおいてサービス事業者を
宛先とするメッセージとして送信された、ユーザの通信端末の設定を変更する旨の設定変
更要求を、ユーザの第２識別子とともにメッセージングアプリケーションのサーバから受
信する受信ステップと、設定変更要求に応じた設定変更処理を設定変更アプリケーション
に実行させる処理命令を作成する命令作成ステップと、処理命令を含む通知を、ユーザの
通信端末において表示させる通知要求を、ユーザの第２識別子に基づいて特定されるユー
ザの第３識別子とともに、通知サーバへ送信する送信ステップと、を含む。
【００１６】
　本発明の一実施形態による情報処理システムの制御プログラムは、インストールされた
通信端末における各種設定を変更可能なアプリケーションである、設定変更アプリケーシ
ョンを提供するサービス事業者に係る情報処理システムの制御プログラムであって、情報
処理装置に、ユーザのサービス事業者における第１識別子を、ユーザの所定のメッセージ
ングアプリケーションにおける第２識別子と、ユーザの設定変更アプリケーションがイン
ストールされた通信端末の、所定の通知サーバにおける第３識別子とにそれぞれ関連付け
て記憶する記憶部にアクセス可能な取得機能と、ユーザの、メッセージングアプリケーシ
ョンがインストールされた少なくとも１の通信端末から、メッセージングアプリケーショ
ンにおいてサービス事業者を宛先とするメッセージとして送信された、ユーザの通信端末
の設定を変更する旨の設定変更要求を、ユーザの第２識別子とともにメッセージングアプ
リケーションのサーバから受信する受信機能と、設定変更要求に応じた設定変更処理を設
定変更アプリケーションに実行させる処理命令を作成する命令作成機能と、処理命令を含
む通知をユーザの通信端末に送信する通知要求を、ユーザの第２識別子に基づいて特定さ
れるユーザの第３識別子とともに、通知サーバへ送信する送信機能とを実現させる。
【００１７】
　本発明の一実施形態による情報処理システムは、インストールされた通信端末における
各種設定を変更可能なアプリケーションである、設定変更アプリケーションを提供するサ
ービス事業者に係る情報処理システムであって、ユーザのサービス事業者における第１識
別子を、ユーザの所定のメッセージングアプリケーションにおける第２識別子に関連付け
て記憶する記憶部にアクセス可能な取得部と、ユーザの、所定のメッセージングアプリケ
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ーションがインストールされた通信端末から、メッセージングアプリケーションにおいて
サービス事業者を宛先とするメッセージとして送信された、ユーザの通信端末の設定を変
更する旨の設定変更要求を、ユーザの第２識別子とともにメッセージングアプリケーショ
ンのサーバから受信する受信部と、設定変更要求に応じた設定変更処理を設定変更アプリ
ケーションに実行させる処理命令を作成する命令作成部と、処理命令を、サービス事業者
における第１識別子が関連付けられたユーザの通信端末との間で確立されたセッションを
介して、当該通信端末へ送信する送信部とを備える。
【００１８】
　本発明の一実施形態による情報処理システムにおいて、設定変更要求に応じた設定変更
処理に関するメッセージを、ユーザの通信端末のメッセージングアプリケーションにおい
て表示させる表示情報を、メッセージングアプリケーションのサーバへ送信する他の送信
部をさらに備えてもよい。
【００１９】
　本発明の一実施形態による情報処理システムは、インストールされた通信端末における
各種設定を変更可能なアプリケーションである、設定変更アプリケーションを提供するサ
ービス事業者に係る情報処理システムであって、ユーザのサービス事業者における第１識
別子を、ユーザの通信端末に関する情報と、ユーザの所定のメッセージングアプリケーシ
ョンにおける第２識別子とにそれぞれ関連付けて記憶する記憶部にアクセス可能な取得部
と、ユーザの、所定のメッセージングアプリケーションがインストールされた通信端末か
ら、メッセージングアプリケーションにおいてサービス事業者を宛先とするメッセージと
して送信された、ユーザの通信端末の設定を変更する旨の設定変更要求を、ユーザの第２
識別子とともに、メッセージングアプリケーションのサーバから受信する受信部と、設定
変更要求に応じた設定変更処理を設定変更アプリケーションに実行させる処理命令を作成
する命令作成部と、処理命令を含むメッセージを、ユーザの第２識別子に関連付けられた
第１識別子から特定される、ユーザの通信端末に関する情報に基づき、ユーザの通信端末
へ送信する送信部とを備える。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、メッセージングアプリケーションの利便性を利用しつつ、よりユーザ
ビリティに優れた方法でユーザの通信端末の設定変更が可能な、情報処理システム、情報
処理システムの制御方法及び情報処理システムの制御プログラムを提供することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態に係る情報処理システムの構成例を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るサービス事業者サーバ（情報処理装置）の構成例を示
すブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る通信端末の構成例を示すブロック図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る情報処理システムにおける、ユーザ情報テーブルの一
例である。
【図５】本発明の一実施形態に係る情報処理システムの概要を説明する図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る情報処理システムにおけるシーケンス図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る情報処理システムにおけるシーケンス図である。
【図８】本発明の一実施形態に係る情報処理システムを構成する通信端末の画面例である
。
【図９】本発明の一実施形態に係る情報処理システムを構成する通信端末の画面例である
。
【図１０】本発明の一実施形態に係る情報処理システムの構成例を示す図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る情報処理システムを構成する通信端末の画面例であ
る。
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【図１２】本発明の一実施形態に係る情報処理システムにおけるシーケンス図である。
【図１３】本発明の一実施形態に係る情報処理システムにおけるシーケンス図である。
【図１４】本発明の一実施形態に係る情報処理システムを構成する情報処理装置の機能を
実現するコンピュータの一例を示すハードウェア構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、諸図面を参照しながら、本発明の一実施形態を詳細に説明する。図１は、本発明
の一実施形態に係る情報処理システムの構成例を示す図である。図１に示すように、情報
処理システム７００は、サービス事業者サーバ（情報処理装置）１００と、ユーザの通信
端末２００と、メッセージングアプリケーションサーバ３００と、ネットワーク４００と
、プッシュ通知サーバ５００とを含む。
【００２３】
　メッセージングアプリケーションサーバ３００は、メッセージングアプリケーション（
以降「メッセージアプリ」とも称する）を提供するサービス側のサーバである。本発明の
一実施形態において、メッセージングアプリケーションサーバ３００は、通信端末２００
のメッセージアプリ上でユーザから送信されたメッセージに対する自動応答を実現する、
アプリケーションプログラムインタフェース（Application Program Interface：ＡＰＩ
）を提供するためのプラットフォームとして機能する。サービス事業者（詳細は後述する
）は、当該プラットフォームを利用して、メッセージアプリを介したユーザからの質問等
に自動応答するチャットボットを実現することができる。
【００２４】
　サービス事業者サーバ１００は、インストールされた通信端末２００における各種設定
を変更可能なアプリケーションである、設定変更アプリケーションを提供するサービス事
業者のサーバである。サービス事業者サーバ１００は、ネットワーク４００を介して通信
端末２００、メッセージングアプリケーションサーバ３００と接続される。設定変更アプ
リケーションとは、通信端末２００で起動されると、例えば、通信端末２００のオペレー
ションシステム（Operation System：ＯＳ）に応じて提供されているＡＰＩを利用して、
通信端末２００の各種設定を変更可能なアプリケーションソフトウェアである。ここで、
ＡＰＩを利用した設定の変更とは、通信端末２００を使用する上でユーザが設定可能な機
能を変更することを意味し、例えば、通信端末２００の画面の明るさの変更、文字サイズ
の変更、音量の大きさの変更、位置情報サービスのオン／オフの切替、無線通信の方式（
ブルートゥース（Bluetooth（登録商標））、無線ＬＡＮ等）の切替、入力言語の選択、
駆動モードの切替等がある。なお、設定の変更は、例えば、通信端末２００のオペレーシ
ョンシステムの提供側から提供されている、当該設定の変更を可能とするＡＰＩを用いて
実行することができる。この場合、設定変更アプリケーションを提供するサービス事業者
とは、例えば、ネットワーク４００を提供するキャリア（電気通信事業者）であってもよ
いし、通信端末２００の製造業者（メーカー）であってもよい。
【００２５】
　また、サービス事業者サーバ１００は、通信端末２００から、メッセージアプリを介し
てサービス事業者を宛先として送信されたメッセージ等を受信し、当該メッセージに応じ
たテキストメッセージ、動画等を通信端末２００へ送信する機能を有する。すなわち、サ
ービス事業者サーバ１００は、ユーザからのメッセージに応じた返答メッセージ（テキス
ト、動画等）を自動応答するチャットボットのサーバとしても機能する。
【００２６】
　なお、図１において、サービス事業者サーバ１００は２つ示してあるが、これに限られ
るものではなく、後述する各実施形態で記載する機能を実現するものであれば、当該機能
を分散させてより多くのサーバ群として実現されてもよいし、単一のサーバによって実現
されてもよい。例えば、サービス事業者サーバ１００は、上述した設定変更アプリケーシ
ョンに対する処理を実行するサーバと、チャットボットに対する処理を実行するサーバと
で別に構築されてもよい。また、サービス事業者サーバ１００は、各機能を実現できる情



(9) JP 6731977 B2 2020.7.29

10

20

30

40

50

報処理装置であればどのような装置であってもよく、例えば、サーバ装置、コンピュータ
（例えば、デスクトップ、ラップトップ、タブレット等）、コミュニケーションプラット
ホーム等を含んでもよい。
【００２７】
　通信端末２００は、各実施形態において記載する機能を実現できる端末であればどのよ
うな端末であってもよい。本発明の一実施形態によれば、通信端末２００は、所定のメッ
セージンングアプリケーションを用いることができる端末であれば、例えば、スマートフ
ォン、携帯電話（フィーチャーフォン）、コンピュータ（例えば、タブレット、デスクト
ップパソコン、ノートパソコン）、ハンドヘルドコンピュータデバイス（限定でなく例と
して、ＰＤＡ（personal digital assistant）、ウェアラブル端末（メガネ型デバイス、
時計型デバイスなど）であってよい。また、図１において、通信端末２００は１台のみ示
してあるが、これ以上存在してもよく、一のユーザに複数の通信端末が関連付けられても
よい。
【００２８】
　メッセージングアプリケーションサーバ３００は、通信端末２００にインストールされ
た所定のメッセージングアプリケーションの管理サーバであって、上述のように、メッセ
ージアプリ上での自動応答を実現するプラットフォームとしても機能する。なお、本発明
の一実施形態において、メッセージアプリは既存のものでよく、その種類は問わないが、
チャットボットを実現するＡＰＩが提供されているものが好ましい。メッセージングアプ
リケーションサーバ３００は、メッセージアプリを用いて送信されたテキストメッセージ
、画像、動画、音声、デジタルステッカー等の送受信（すなわち、リアルタイムでのチャ
ット）を処理する機能を有する。ここで、チャットは、複数の通信端末２００間で行われ
てもよいし、サービス事業者とユーザとの間のチャットボットによって行われてもよい。
【００２９】
　プッシュ通知サーバ５００は、通信端末２００へネットワーク４００を介してプッシュ
通知を送信する、プッシュ通知サービスに係るサーバである。プッシュ通知サービスとし
ては、APNs（Apple Push Notification service）、Firebase Cloud Message（FCM）等が
挙げられる。
【００３０】
　ネットワーク４００は、無線ネットワークや有線ネットワークを含んでよい。具体的に
は、ネットワーク４００は、ワイヤレスＬＡＮ（wireless LAN：ＷＬＡＮ）や広域ネット
ワーク（wide area network：ＷＡＮ）、ＩＳＤＮｓ（integrated service digital netw
orks）、無線ＬＡＮｓ、ＬＴＥ（long term evolution）、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ、
第４世代（４Ｇ）、第５世代（５Ｇ）、ＣＤＭＡ（code division multiple access）等
である。なお、ネットワーク４００は、これらの例に限られず、例えば、公衆交換電話網
（Public Switched Telephone Network：ＰＳＴＮ）やブルートゥース（Bluetooth（登録
商標））、光回線、ＡＤＳＬ（Asymmetric Digital Subscriber LINE）回線、衛星通信網
等であってもよく、どのようなネットワークであってもよい。また、ネットワーク４００
は、これらの組み合わせであってもよい。また、ネットワーク４００は、これらの例を組
み合わせた複数の異なるネットワークを含むものであってもよい。例えば、ネットワーク
４００は、ＬＴＥによる無線ネットワークと、閉域網であるイントラネット等の有線ネッ
トワークとを含むものであってもよい。
【００３１】
　図２は、本発明の一実施形態によるサービス事業者サーバ１００のブロック図である。
図２に示すように、サービス事業者サーバ１００は、制御部１１０、通信Ｉ／Ｆ部１２０
、入出力Ｉ／Ｆ部１３０及び記憶部１４０を備える。
【００３２】
　まず、記憶部１４０は、典型的には、ＨＤＤ（Hard Disc Drive）、ＳＳＤ（Solid Sta
te Drive）、フラッシュメモリ等各種の記録媒体により実現され、サービス事業者サーバ
１００が動作するうえで必要とする各種プログラム及びデータを記憶する機能を有する。
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また、記憶部１４０には、サービス事業者が提供するサービスのユーザに関する情報が、
ユーザ情報テーブル１４１として記憶される。図４に、ユーザ情報テーブル１４１の一例
を示す。図４に示すように、ユーザ情報テーブル１４１には、ユーザのサービス事業者に
おける第１識別子に、ユーザの通信端末２００に関する情報と、ユーザのメッセージアプ
リにおける第２識別子とが関連付けて記憶されてもよい。例えば、図４において、サービ
ス事業者における第１識別子が「User_A」であるユーザは、メッセージアプリサービスに
おける第２識別子が「AppX_111」である。なお、第１識別子への第２識別子の関連付けは
、ユーザがメッセージアプリサービスと、サービス事業者によるサービスとを連携させる
ことを選択した場合に、サービス事業者へ第２識別子に関する情報が提供されることで行
うことができる。従って、メッセージアプリサービスと、サービス事業者によるサービス
との連携を選択していないユーザの場合、第１識別子に第２識別子が関連付けられていな
い（例えば、図４における第１識別子が「User_C」のユーザ等）。
【００３３】
　また、記憶部１４０には、ユーザの第１識別子「User_A」に対し、通信端末２００を一
意に識別可能な識別情報としてのデバイスＩＤ（IDentifier）、通信端末２００のオペレ
ーションシステム（OS）とそのバージョン、通信端末２００の機種名が関連付けられて記
憶されてもよい。なお、通信端末２００を一意に識別可能な識別情報としては、通信端末
２００のシリアル番号、MACアドレス等であってもよい。また、通信端末２００の電話番
号、ユーザのメールアドレス等が記憶されてもよい。これらの情報は、サービス事業者の
サービスを利用する際に、サービス事業者によって登録されてもよいし、所定のタイミン
グでユーザから登録されてもよい。なお、これらの情報は、一のユーザ情報テーブル１４
１に記憶される必要はなく、別個のテーブルとして記憶されてもよい。また、記憶部１４
０が、サービス事業者サーバ１００とは別個のデータベースとして実現され、ネットワー
ク（クラウド、社内ネットワーク等）を介してサービス事業者サーバ１００と接続されて
いてもよい。
【００３４】
　また、記憶部１４０には、ユーザの通信端末毎に、プッシュ通知サーバ５００における
第３識別子が関連付けられて記憶される。プッシュ通知サーバ５００から通信端末２００
へプッシュ通知を送信するためには、あらかじめ、通信端末２００からプッシュ通知サー
バ５００へ、プッシュ通知の送り先として特定するためのトークンの発行を要求し、プッ
シュ通知サーバ５００から発行されたトークンに関する情報を、サービス事業者サーバ１
００へ登録（記憶）しておく必要がある。本発明の一実施形態において、当該トークンを
、「第３識別子」とする。図４の例では、第１識別子「User_A」を有するユーザの通信端
末に対し、第３識別子「F**_xyz」が関連付けられている。なお、第３識別子は通信端末
毎に付与されるものである。従って、ユーザが複数の通信端末２００を有し、複数の通信
端末２００それぞれにプッシュ通知サーバ５００からトークンが発行された場合、ユーザ
の通信端末毎に、第３識別子としてのトークンが関連付けられて記憶される。
【００３５】
　制御部１１０は、プログラム内のコードや命令によってサービス事業者サーバ１００の
各部を制御する機能を有するプロセッサである。制御部１１０は、通信制御部１１１、取
得部１１４、表示情報作成部１１５、命令作成部１１６、判定部１１７及び入出力制御部
１１８を備える。通信制御部１１１は、受信制御部１１２及び送信制御部１１３を含み、
通信Ｉ／Ｆ部１２０を介した通信を制御する。通信Ｉ／Ｆ部１２０は、アンテナ等の通信
装置（図示せず）に接続されるインタフェースである。通信Ｉ／Ｆ部１２０は、通信端末
２００、メッセージングアプリケーションサーバ３００、プッシュ通知サーバ５００のよ
うな外部装置と、ネットワーク４００を介してデータを通信（送受信）する機能を有する
。入出力制御部１１８は、入出力Ｉ／Ｆ部１３０を介した図示しない表示装置（ディスプ
レイ等）や入出力装置（キーボード、タッチパネル等）との接続を制御する。
【００３６】
　受信制御部１１２は、メッセージアプリがインストールされた少なくとも１のユーザの
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通信端末２００から、メッセージアプリにおいてサービス事業者を宛先とするメッセージ
として送信された、ユーザの通信端末２００の設定を変更する旨の設定変更要求を、メッ
セージングアプリケーションサーバ３００から受信する。取得部１１４は、設定変更要求
を解析し、設定変更要求の内容を取得する。表示情報作成部１１５は、通信端末２００の
メッセージアプリ上で表示すべき表示情報を作成する。命令作成部１１６は、設定変更要
求に応じた設定変更処理を設定変更アプリケーションに実行させるための処理命令を作成
する。判定部１１７は、各種判定処理を行う。なお、設定変更要求、処理命令については
後述する。送信制御部１１３は、処理命令を含む通知をユーザの通信端末２００に送信す
る通知要求を、ユーザの第２識別子が第１識別子に関連付けられたユーザの第３識別子と
ともに、プッシュ通知サーバ５００へ送信する。
【００３７】
　次に、通信端末２００について説明する。図３は、本発明の一実施形態による通信端末
２００のブロック図である。図３に示すように、通信端末２００は、制御部２１０、通信
Ｉ／Ｆ部２２０、入力受付部２３０、記憶部２４０、表示部２５０、撮像部２６０及び音
声Ｉ／Ｆ部２７０を備える。
【００３８】
　記憶部２４０は、典型的には、ＨＤＤ（Hard Disc Drive）、ＳＳＤ（Solid State Dri
ve）、フラッシュメモリ等各種の記録媒体により実現され、通信端末２００が動作するう
えで必要とする各種プログラム及びデータを記憶する機能を有する。記憶部２４０は、例
えば、制御部２１０における各種処理に用いられるドライバプログラム、オペレーティン
グシステムプログラム、及びそのバージョン、アプリケーションプログラム、データ等を
記憶する。例えば、記憶部２４０は、通信端末２００にインストールされたメッセージン
グアプリケーションプログラム２４２、設定変更アプリケーションプログラム２４３を記
憶する。また、記憶部２４０は、ドライバプログラムとして、ＩＥＥＥ８０２．１１規格
の無線通信方式や移動体通信（セルラー通信）の無線通信方式を実行する通信ドライバプ
ログラムを記憶する。また、記憶部２４０は、ＩＥＥＥ８０２．１１規格の無線通信方式
や移動体通信（セルラー通信）の無線通信方式での認証等を行う接続制御プログラム等を
記憶する。また、記憶部２４０は、無線ＬＡＮのアクセスポイントに接続するための各種
情報を記憶していてもよい。また、記憶部２４０は、通信端末２００のユーザ情報を、ユ
ーザ情報テーブル２４１として記憶してもよい。ユーザ情報としては、サービス事業者に
おける第１識別子、プッシュ通知サーバ５００から付与された第３識別子、通信端末２０
０のデバイスＩＤ、電話番号、メールアドレス等を含む。
【００３９】
　制御部２１０は、プログラム内のコードや命令によって所定の機能を実行するための機
能を備え、例えば、中央処理装置（ＣＰＵ）である。また、制御部２１０は、例えば、マ
イクロプロセッサやマルチプロセッサ、ＡＳＩＣ（application specific integrated ci
rcuit）、ＦＰＧＡ（field-programmable gate array）等であってもよい。なお、制御部
２１０は、これらの例に限定されない。制御部２１０は、通信制御部２１１、表示処理部
２１４、情報処理部２１５及び判定部２１６を含む。
【００４０】
　通信制御部２１１は、受信制御部２１２及び送信制御部２１３を含み、通信Ｉ／Ｆ部２
２０を介したサービス事業者サーバ１００、メッセージングアプリケーションサーバ３０
０、プッシュ通知サーバ５００との間の通信を制御し、例えばデータの送受信のためのデ
ジタル処理等を行う。通信Ｉ／Ｆ部２２０は、ネットワーク４００を介して、サービス事
業者サーバ１００、メッセージングアプリケーションサーバ３００、プッシュ通知サーバ
５００との間でデータの送受信が可能な通信インターフェースである。通信Ｉ／Ｆ部２２
０は、例えば、無線通信が可能な通信インターフェースであり、無線ＬＡＮのアクセスポ
イントを介して通信する機能や、ＬＴＥやＣＤＭＡ等の無線通信ネットワークを介して通
信するための機能を含んでいてもよい。
【００４１】
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　表示部２５０は、表示処理部２１４によりフレームバッファに書き込まれた表示データ
に従って、画像を表示する機能を有するモニタであり、典型的には液晶ディスプレイで実
現される。撮像部２６０は、動画像データの取得に用いられる。また、通信端末２００は
、音声Ｉ／Ｆ部２７０を介して接続されたスピーカ、マイクを備えてもよい。マイクは、
音声データの入力に、スピーカは、音声データの出力に用いられる。
【００４２】
　入力受付部２３０は、ユーザからの入力を受け付けて、当該入力に係る情報を、制御部
２１０に伝達する。通信端末２００において、入力受付部２３０は、タッチパネルなどに
より実現され、ユーザの指やスタイラスなどの指示具による接触とその接触位置を検出し
、接触位置の座標を情報処理部２１５に伝達する。なお、通信端末２００がスマートフォ
ンである場合、表示部２５０と入力受付部２３０は一体で実現されてもよい。本発明の一
実施形態において、入力受付部２３０は、ユーザから設定変更要求の入力を受け付ける。
なお、本発明の一実施形態において、ユーザからの設定変更要求は、マイクを介してユー
ザの音声によって入力されてもよい。
【００４３】
　ここで、本発明の一実施形態の概要について、図５を用いて説明する。まず、（１）通
信端末２００のユーザから、メッセージアプリを用いて、サービス事業者宛に通信端末の
設定を変更する旨の設定変更要求が送信される。ここで、設定変更要求は、メッセージア
プリ上で、例えば「文字を大きく」とのメッセージ１０として送信されてよい。（２）「
文字を大きく」との設定変更要求は、メッセージングアプリケーションサーバ３００へ送
信される。（３）メッセージングアプリケーションサーバ３００は、メッセージ１０の宛
先を識別し、サービス事業者サーバ１００へ、メッセージ１０に関する情報を、メッセー
ジ１０を送信したユーザの第２識別子とともに送信する。（４）サービス事業者サーバ１
００において、「文字を大きく」との設定変更要求に応じた設定変更処理を、設定変更ア
プリケーションに実行させる処理命令が作成され、当該処理命令が、サービス事業者サー
バ１００からプッシュ通知サーバ５００へ、通知を送信すべき通信端末に関する第３識別
子とともに送信される。（５）プッシュ通知サーバ５００から、通信端末２００へ、処理
命令を含む通知が送信される。（６）通知を受信した通信端末２００において、インスト
ールされている設定変更アプリケーションが起動し、処理命令に応じた処理が実行される
。
【００４４】
　なお、設定変更要求の態様としては、メッセージアプリ上でユーザが選択可能なメニュ
ー表示とし、ユーザの選択に基づき設定変更要求が送信される方法、又は、ユーザによる
自然言語の入力によって設定変更要求が送信される方法が考えられる。前者の場合、例え
ば、通信端末２００におけるサービス事業者とのチャット画面に、「設定方法の質問」と
いったユーザが選択可能なメニューを表示させ、ユーザの選択に応じて次に表示させるメ
ニューを変更し、ユーザの望む設定変更要求が送信されるように、チャットボットを設定
すればよい。例えば、メニュー表示が、「設定方法の質問」＞「画面表示の設定」＞「文
字サイズの変更」＞「文字サイズを大きくする」と遷移し、最終的に「文字サイズを大き
くする」とのテキスト情報が、設定変更要求としてサービス事業者サーバ１００へ送信さ
れるように設定することができる。この場合、サービス事業者サーバ１００へ送信される
設定変更要求は、予め複数種類設定されている。従って、設定変更要求の内容毎に、返答
として通信端末２００へ送信すべき情報（テキスト、動画像、音声など）や、処理命令を
対応付けて記憶部１４０に記憶しておき、命令作成部１１６や表示情報作成部１１５は、
記憶部１４０に記憶された情報に基づいて、処理命令や表示情報を作成することができる
。
【００４５】
　設定変更要求の態様が後者の場合、ユーザによって入力された自然言語を解析して、設
定変更要求の内容を抽出すればよい。自然言語処理については既存のものを用いることが
でき、説明は省略する。なお、自然言語処理は、メッセージングアプリケーションサーバ
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３００が実行するものでもよいし、サービス事業者サーバ１００が実行するものでもよい
。
【００４６】
　なお、本発明の一実施形態によれば、サービス事業者サーバ１００の命令作成部１１６
は、設定変更アプリケーションへの処理命令を、APNsやFCMに定義されているデータ領域
に格納して作成することができる。通信端末２００では、プッシュ通知が届いた時点でバ
ックグラウンドで設定変更アプリが起動し、設定変更処理を行うことができる。なお、処
理命令の記述方式は、これに限られるものではない。
【００４７】
　次に、上述した通信端末２００、メッセージングアプリケーションサーバ３００及びサ
ービス事業者サーバ１００による処理について、図６のシーケンス図を用いて説明する。
説明のため、通信端末２００におけるメッセージアプリケーション及び設定変更アプリケ
ーションによる処理を、それぞれ、メッセージアプリケーション２００Ｍ及び設定変更ア
プリケーション２００Ｓとして説明する。まず、メッセージアプリケーション２００Ｍか
ら、通信端末２００の送信制御部２１３を介し、メッセージングアプリケーションサーバ
３００へ、設定変更要求が送信される（ステップＳ１１）。なお、設定変更要求は、メッ
セージングアプリ上で、入力受付部２３０を介してユーザから自然言語で入力されてもよ
いし、表示部２５０に表示されたメニューのユーザによる選択操作に応じて決定されても
よい。メッセージングアプリケーションサーバ３００は、受信した設定変更要求を、ユー
ザに関する第２識別子とともにサービス事業者サーバ１００へ転送する（ステップＳ１２
）。サービス事業者サーバ１００の判定部１１７は、受信した第２識別子が関連付けられ
ている第１識別子を判定し、サービス事業者サーバ１００の命令作成部１１６は、第１識
別子に関連付けられている通信端末２００の端末情報に基づいた、設定変更要求に応じた
設定変更処理を、通信端末２００にインストールされた設定変更アプリケーション上で実
行させる処理命令を作成する（ステップＳ１３）。そして、送信制御部１１３は、処理命
令を含む通知を通信端末２００に送信するための通知要求を、第２識別子に対応する、通
信端末２００に関連付けられた第３識別子とともに（すなわち、メッセージングアプリケ
ーションサーバ３００から送信された第２識別子が第１識別子に関連付けられたユーザの
、通信端末に付与された第３識別子とともに）、プッシュ通知サーバ５００へ送信する（
ステップＳ１４）。プッシュ通知サーバ５００は、受信した第３識別子が付与された通信
端末２００を宛先として、処理命令を通知させる情報を送信する（ステップＳ１５）。通
信端末２００において、設定変更アプリケーション２００Ｓが起動し、受信した処理命令
に応じた設定変更処理が実行される（ステップＳ１６）。
【００４８】
　上述のように、本発明の一実施形態によれば、通信端末２００の設定変更要求が、メッ
セージアプリ上で簡単にサービス事業者に送信され、設定変更処理を実行するための処理
命令が、通信端末２００に通知される。処理命令を受信した通信端末２００では、設定変
更アプリケーションが起動して、通信端末２００の設定変更処理が実行される。従って、
ユーザに煩雑な操作を強いることなく、簡単かつ早急に通信端末２００の設定を変更する
ことが可能となる。
【００４９】
　なお、設定変更処理を実行するための処理命令を、ユーザの通信端末２００のオペレー
ションシステムや機種等に応じたものとすることができる。例えば、通信端末２００のオ
ペレーションシステムやそのバージョンによって、提供されているＡＰＩが異なり、設定
変更可能な範囲も異なってくる。本発明の一実施形態によれば、図４のユーザ情報テーブ
ルに示すように、サービス事業者における第１識別子と、メッセージングアプリケーショ
ンサービスにおける第２識別子とを関連付けて記憶し、設定変更要求を送信した通信端末
２００の第２識別子を、設定変更要求とともにサービス事業者サーバ１００において取得
することで、通信端末２００で実行可能な処理命令を作成することができる。
【００５０】
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　なお、通信端末２００における設定変更処理の結果が、通信端末２００のメッセージア
プリ上で表示されてもよい。この態様について、図７のシーケンス図を用いて説明する。
図６の場合と同様に、説明のため、通信端末２００におけるメッセージアプリケーション
及び設定変更アプリケーションによる処理を、それぞれ、メッセージアプリケーション２
００Ｍ及び設定変更アプリケーション２００Ｓとして説明する。図７のシーケンス図にお
いて、ステップＳ２１～Ｓ２６の処理は、前述した図６のシーケンス図におけるステップ
Ｓ１１～Ｓ１６と同様であるため説明を省略する。ステップＳ２７において、設定変更ア
プリケーション２００Ｓは、通信端末２００の送信制御部２１３から、設定変更アプリケ
ーションによる設定変更処理の結果についての結果情報を、サービス事業者サーバ１００
へ送信する。サービス事業者サーバ１００の表示情報作成部１１５は、結果情報に基づき
、設定変更処理の結果を、通信端末２００のメッセージアプリにおいて表示させる表示情
報を作成し、送信制御部１１３は、当該表示情報を、ユーザの第２識別子とともに、メッ
セージングアプリケーションサーバ３００へ送信する（ステップＳ２８）。メッセージン
グアプリケーションサーバ３００は、設定変更処理の実行結果を含むメッセージを、第２
識別子が付与されたユーザの通信端末２００へ送信する（ステップＳ２９）。通信端末２
００のメッセージアプリ上で、設定変更処理の実行結果を含むメッセージが表示される（
ステップＳ３０）。なお、図８に、設定変更処理の実行結果を含むメッセージが表示され
た通信端末２００の一例を示す。図に示すように、設定変更処理が問題なく実行されて設
定が変更された場合、例えば「文字を大きくしました」といったメッセージ１２が表示さ
れてもよい。なお、設定変更処理の実行結果によっては、設定変更が不可能であった旨や
、失敗した旨を示すメッセージが表示されてもよい。またその場合、設定変更が不可能で
あった理由がユーザに提供されてもよい。
【００５１】
　上述のように、本発明の一実施形態によれば、設定変更処理の結果が、設定変更要求を
送信したメッセージアプリ上でユーザに提供される。従って、ユーザは、設定変更が実行
されたか否かについての情報を、設定変更要求の送信からの一連のメッセージにおいて確
認することができ、ユーザビリティの高いシステムを提供することができる。
【００５２】
　なお、通信端末２００によっては、メッセージアプリはインストールされているものの
、設定変更アプリケーションがインストールされていないことも考えられる。本発明の一
実施形態によれば、サービス事業者サーバ１００の命令作成部１１６は、設定変更アプリ
ケーションがインストールされていない通信端末２００であって、処理命令に応じた設定
変更処理の実行が不可能である場合に設定変更アプリケーションのインストールを促す情
報を、ユーザの通信端末２００に表示させる処理命令を作成してもよい。なお、命令作成
部１１６は、処理命令を、ＵＲＬ（Uniform Resource Locator）スキームに含めて作成す
ることができる。従って、図９（ａ）に示すように、命令作成部１１６は、ユーザによっ
てＵＲＬが選択されたときに、設定変更アプリケーションが通信端末２００にインストー
ルされていない場合、ブラウザを起動して、設定変更アプリケーションをインストール可
能なウェブページへのリンク先が通信端末２００に表示されるように、処理命令を作成し
てもよい。これにより、設定変更アプリケーションの存在をユーザに周知させることがで
きる。
【００５３】
　また、命令作成部１１６は、設定変更アプリケーションがインストールされておらず、
処理命令に応じた設定変更処理の実行が不可能である場合、ユーザの通信端末２００にイ
ンストールされているインスタントアプリケーションを利用した設定変更処理を実行する
ように、処理命令を作成してもよい。
【００５４】
　また、ユーザによっては、プッシュ通知サーバ５００における第３識別子が登録されて
いない場合も考えられる。この場合、図９（ｂ）に示すように、ユーザの通信端末２００
において、第３識別子の取得を促す情報（図の例では、「設定変更アプリケーションは通
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知を送信します。よろしいですか？」とのメッセージ１３）を、メッセージアプリ上で表
示されてもよい。これは、表示情報作成部１１５が、ユーザに第３識別子の取得を促す情
報をメッセージアプリ上で表示させるための表示情報を作成し、当該表示情報が送信制御
部１１３によってメッセージングアプリケーションサーバ３００へ送信することで実現で
きる。なお、図９（ｂ）に示すように、第３識別子の取得の有無を選択する情報（例えば
、ＯＫボタン１４、キャンセルボタン１５等）を表示させてもよい。そして、ユーザの選
択に応じて、プッシュ通知サーバ５００へトークンの発行要求が送信されてもよい。なお
、ＯＫボタン１４には、設定変更アプリケーション向けのＵＲＬスキームが埋め込まれ、
ＯＫボタン１４が選択された場合、設定変更アプリケーションが起動するようにできる。
設定変更アプリケーションは、起動後、プッシュ通知サーバ５００へトークンの発行要求
を実行することができる。
【００５５】
　なお、上述では、ユーザによる設定変更要求が、通信端末２００から送信される態様に
ついて説明した。しかしながら、設定変更要求は、スマートスピーカを介して入力されて
もよい。この態様について、図１０を用いて説明する。ユーザ６００には、設定を変更し
たい通信端末２００と、スマートスピーカ２００ＳＰとが関連付けられている。スマート
スピーカ２００ＳＰは、音声情報による指示入力を受け付ける入力部と、指示入力に応じ
た音声情報を出力する出力部とを備える通信端末である。なお、本実施態様において、メ
ッセージングアプリケーションサーバ３００は、音声処理サーバとしての機能を備えるも
のとするのが好ましい。ユーザ６００は、スマートスピーカ２００ＳＰを介して、例えば
「文字を大きくして」といった設定変更要求を送信し、メッセージングアプリケーション
サーバ３００において、自然言語処理を経て、設定変更要求の内容が抽出されてもよい。
なお、ユーザ情報として、通信端末２００及びスマートスピーカ２００ＳＰに関する情報
が、サービス事業者サーバ１００に記憶され、スマートスピーカ２００ＳＰからの音声入
力がどのユーザからなされたかを判定し、設定変更を要求する通信端末２００に対し、処
理命令が通知されてもよい。
【００５６】
　なお、図６のステップＳ１３や図７のステップＳ２３において、第２識別子が関連付け
られた第１識別子が記憶されていない場合、ユーザへ、第１識別子と第２識別子との関連
付けを促す情報を提示することができる。この場合、表示情報作成部１１５は、第１識別
子と第２識別子との関連付けを促す情報を表示させるための表示情報を作成し、送信制御
部１１３は、表示情報を、メッセージングアプリケーションサーバ３００へ送信する。メ
ッセージングアプリケーションサーバ３００は、ユーザへ、関連付けを促す情報をメッセ
ージとして送信すればよい。なお、第１識別子と第２識別子との関連付けを促す情報が表
示された通信端末２００の表示画面の一例を、図１１に示す。図１１のように、「メッセ
ージアプリのＩＤ（すなわち、第２識別子）をサービスＩＤ（すなわち、第１識別子）と
連携させると、より正確な設定変更ができます」とのメッセージ１６と、連携の要否を選
択させるボタン１７，１８が、通信端末２００のメッセージアプリ上で表示されてもよい
。
【００５７】
　上述のように、本発明の一実施形態によれば、メッセージングアプリケーションサービ
スとサービス事業者によるサービスとを関連付けを促す情報が、ユーザへ提示される。従
って、ユーザに、メッセージングアプリケーションサービスとサービス事業者によるサー
ビスとを連携できること、それによりよりユーザに適切なサービスが提供されることを周
知させることができ、ユーザにとって利便性が高い。
【００５８】
　次に、本発明の他の実施形態について説明する。上述では、処理命令がプッシュ通知サ
ーバ５００から送信される態様について説明したが、本発明の他の実施形態では、通信端
末２００とサービス事業者サーバ１００との間で所定の通信方式によるセッションを確立
し、サービス事業者サーバ１００から通信端末２００へ、処理命令が送信されてもよい。
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この態様について、図１２のシーケンス図を用いて説明する。
【００５９】
　まず、通信端末２００（設定変更アプリケーション２００Ｓ）とサービス事業者サーバ
１００との間で、所定の通信方式（通信プロトコル）によるセッションが確立される（ス
テップＳ４１）。なお、ステップＳ４１のセッションの確立は、例えば、通信端末２００
の起動時や、サービス事業者サーバ１００からの要求に応じて、任意のタイミングで行わ
れてもよい。ここで、所定の通信方式とは、通信端末２００とサービス事業者サーバ１０
０との間での相互通信を可能とするもので、例えば、MQTT（Message Queue Telemetry Tr
ansport）、Websocket等が挙げられる。図１２のシーケンス図におけるステップＳ４２～
Ｓ４４は、図６のシーケンス図におけるステップＳ１１～Ｓ１３、図７のシーケンス図に
おけるステップＳ２１～Ｓ２３と同様であるため説明を省略する。図６や図７のシーケン
ス図と異なり、作成された処理命令は、ステップＳ４１において確立されたセッションを
介して、サービス事業者サーバ１００から通信端末２００の設定変更アプリケーション２
００Ｓへ、直接送信することができる（ステップＳ４５）。その後、通信端末２００では
、設定変更アプリケーションによって、処理命令に応じた設定変更処理が実行される（ス
テップＳ４６）。上述の実施形態の場合、ユーザに第３識別子の登録作業を要しないとい
う利点がある。
【００６０】
　なお、処理命令は、通信端末２００の電話番号を宛先とするショートメールサービス（
Short Mail Service：ＳＭＳ）や、メールアドレス宛に送信されてもよい。この態様につ
いて、図１３のシーケンス図を用いて説明する。
【００６１】
　図１３のシーケンス図におけるステップＳ５１～Ｓ５３は、図６のシーケンス図におけ
るステップＳ１１～Ｓ１３、図７のシーケンス図におけるステップＳ２１～Ｓ２３、図１
２のシーケンス図におけるステップＳ４２～Ｓ４４と同様であるため説明を省略する。図
６や図７のシーケンス図と異なり、作成された処理命令は、通信端末２００の電話番号を
宛先とするＳＭＳを用いて、サービス事業者サーバ１００から通信端末２００の設定変更
アプリケーション２００Ｓへ、直接送信することができる（ステップＳ５４）。その後、
通信端末２００では、処理命令を含むＳＭＳメッセージが表示される（ステップＳ５５）
。処理命令を含むメッセージとは、ユーザに設定処理の実行を選択させるメッセージであ
ってよい。そして、ユーザの選択に応じて、設定変更処理が実行される（ステップＳ５６
，Ｓ５７）。
【００６２】
　例えば、ユーザは、自身の通信端末２００からサービス事業者のコールセンターに電話
をかけて、設定の変更について問い合わせることが考えられる。この様な場合、サービス
事業者側は、電話で問い合わせられた設定変更に対する処理命令を、当該電話番号を宛先
とするＳＭＳを用いて送信することができる。従って、ユーザ及びサービス事業者双方に
とって、簡易で利便性の高いシステムを提供することができる。
【００６３】
　なお、図１０を用いて説明したスマートスピーカによって設定変更要求が送信される場
合、設定変更アプリケーションが未インストールである場合に、ユーザにインストールを
促す情報を通知したい場合も考えられる。この場合、上述のようにＳＭＳやメール等を用
いて、ユーザへ情報が送信されてもよい。
【００６４】
　本発明を諸図面や実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種々
の変形や修正を行うことが容易であることに注意されたい。従って、これらの変形や修正
は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。例えば、各手段、各ステップ等に含まれ
る機能等は論理的に矛盾しないように再配置可能であり、複数の手段やステップ等を１つ
に組み合わせたり、或いは分割したりすることが可能である。また、上記実施の形態に示
す構成を適宜組み合わせることとしてもよい。例えば、サービス事業者サーバ１００が備
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えるとして説明した各構成部は、複数のサーバによって分散されて実現されてもよい。ま
た、サービス事業者サーバ１００の機能として説明した処理は、通信端末２００によって
行われても良い。逆に、通信端末２００によって行われるとした処理が、サービス事業者
サーバ１００によって行われてもよいし、メッセージングアプリケーションサーバ３００
によって行われるとした処理が、サービス事業者サーバ１００によって行われてもよい。
【００６５】
　また、第１識別子と第２識別子とが関連付けられておらず、通信端末２００のオペレー
ションシステムに適した処理命令が作成できない場合、命令作成部１１６は、通信端末２
００のオペレーションシステム等に依存しない処理命令を作成してもよい。ここで、オペ
レーションシステム等に依存しない処理命令とは、複数のコマンドを含ませて作成し、通
信端末２００にインストールされている設定変更アプリケーション側で、通信端末２００
のオペレーションシステムに適したコマンドが選択されてもよい。
【００６６】
　また、通信端末２００に関する情報が取得できた場合、判定部１１７が、ユーザの設定
変更要求に応じた設定変更か可能か否かを判定できてもよい。これは例えば、通信端末２
００のオペレーションシステム、バージョン、機種、販売時期等に応じて設定変更が可能
な機能の一覧を、データベースとして記憶しておき、当該データベースに基づいて判定す
ることができる。そして、ユーザの通信端末２００によっては、ユーザの要求する設定変
更ができないと判定された場合、表示情報作成部１１５は、設定変更が不可能である旨の
情報を通信端末２００に表示させるための表示情報を作成してもよい。
【００６７】
　なお、設定変更処理が実行された後に、設定変更処理がユーザの要求通りであったかを
確認するメッセージを表示し、ユーザの選択によって、直前の設定変更処理が実行される
前の状態に戻せてもよい。
【００６８】
　また、通信端末２００に設定変更アプリケーションがインストールされていない場合、
ユーザの設定変更要求に応じた設定方法を説明する動画や文章が表示された所定のウェブ
ページに遷移するようにしてもよい。
【００６９】
　また、ユーザに、メッセージアプリがインストールされた複数の通信端末２００が関連
付けられてもよい。このとき、複数の通信端末２００におけるメッセージアプリの内容が
同期され、例えば、複数の通信端末２００のうち一の通信端末から送信された設定変更要
求に対する処理命令が、他の通信端末において実行されてもよい。
【００７０】
　上述では、ＡＰＩを利用して設定変更を行う態様について説明した。しかしながら、設
定変更アプリケーションは、起動されると、予めインストールされているアプリケーショ
ンを操作して、通信端末２００の設定を変更するものであってよい。この場合、サービス
事業者は、予めインストールされたアプリケーションプログラム（アプリケーションソフ
トウェア）を提供する事業者であってよい。
【００７１】
　サービス事業者サーバ１００の各機能部は、集積回路（ＩＣ（Integrated Circuit）チ
ップ、ＬＳＩ（Large Scale Integration））等に形成された論理回路（ハードウェア）
や専用回路によって実現してもよいし、ＣＰＵ（Central Processing Unit）を用いてソ
フトウェアによって実現してもよい。また、各機能部は、１又は複数の集積回路により実
現されてよく、複数の機能部の機能を１つの集積回路により実現されることとしてもよい
。
【００７２】
　図１４に、本実施形態におけるサービス事業者サーバ１００を実現可能なコンピュータ
２０の一例を示すハードウェア構成を示す。サービス事業者サーバ１００の各機能部をソ
フトウェアにより実現する場合、サービス事業者サーバ１００は、各機能を実現するソフ
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トウェアであるプログラムの命令を実行するＣＰＵ２４、上記プログラム及び各種データ
がコンピュータ（又はＣＰＵ）で読み取り可能に記録されたＲＯＭ（Read Only Memory）
２６又は記憶装置（これらを「記録媒体」と称する）２７、上記プログラムを展開するＲ
ＡＭ（Random Access Memory）２５等を備えている。そして、コンピュータ２０（又はＣ
ＰＵ２４）が上記プログラムを上記記録媒体から読み取って実行することにより、本発明
の目的が達成される。すなわち、本発明に係る情報処理装置１００は、ＣＰＵ２４がＲＡ
Ｍ２５上にロードされたプログラムを実行することにより、通信制御部１１１、取得部１
１４、表示情報作成部１１５、命令作成部１１６、判定部１１７及び入出力制御部１１８
として機能する。上記記録媒体としては、「一時的でない有形の媒体」、例えば、半導体
メモリ、プログラマブルな論理回路等を用いることができる。また、上記プログラムは、
当該プログラムを伝送可能な任意の伝送媒体（通信ネットワークや放送波等）を介して上
記コンピュータに供給されてもよい。本発明は、上記プログラムが電子的な伝送によって
具現化された、搬送波に埋め込まれたデータ信号の形態でも実現され得る。
【００７３】
　なお、上記プログラムや、チャットボットを実現するためのプログラムは、例えば、Ac
tionScript、JavaScript（登録商標）、Python、Ruby等のスクリプト言語、C言語、C＋＋
、C＃、Objective-C、Swift、Java（登録商標）等のオブジェクト指向プログラミング言
語、HTML5等のマークアップ言語等を用いて実装できる。
【符号の説明】
【００７４】
　１００　サービス事業者サーバ（情報処理装置）
　２００　通信端末
　２００ＳＰ　スマートスピーカ
　３００　メッセージングアプリケーションサーバ
　４００　ネットワーク
　６００　ユーザ
　７００　情報処理システム
　１１０　制御部
　１１１　通信制御部
　１１２　受信制御部
　１１３　送信制御部
　１１４　取得部
　１１５　表示情報作成部
　１１６　命令作成部
　１１７　判定部
　１１８　入出力制御部
　１２０　通信Ｉ／Ｆ部
　１３０　入出力Ｉ／Ｆ部
　１４０　記憶部
　１４１　ユーザ情報テーブル
　２１０　制御部
　２１１　通信制御部
　２１２　受信制御部
　２１３　送信制御部
　２１４　表示処理部
　２１５　情報処理部
　２１６　判定部
　２２０　通信Ｉ／Ｆ部
　２３０　入力受付部
　２４０　記憶部
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　２４１　ユーザ情報
　２４２　メッセージングアプリケーションプログラム
　２４３　設定変更アプリケーションプログラム
　２５０　表示部
　２６０　撮像部
　２７０　音声Ｉ／Ｆ部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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